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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットにおける当該タッチパネル表面での
操作体による接触移動操作に応じて前記表示画面における表示物の移動制御を行う際に、
前記操作体の前記タッチパネル表面での上方向への接触移動操作に対して第１の応答感度
にて前記表示物の移動制御を行い、前記操作体の前記タッチパネル表面での下方向への接
触移動操作に対して前記第１の応答感度より低い第２の応答感度にて前記表示物の移動制
御を行う表示制御装置であって、
　前記タッチパネル表面の水平に対する傾き角度を検出する傾き角検出手段と、
　前記傾き角度検出手段にて検出される前記傾き角度に応じて、当該傾き角度が垂直に近
づくほど前記第１の応答感度と前記第２の応答感度との差が大きくなるように前記タッチ
パネル表面での前記操作体の接触移動操作に対する応答感度を制御する応答感度制御手段
とを有する表示制御装置。
【請求項２】
　前記応答感度制御手段は、前記タッチパネル表面が水平状態にあるときに、前記第１の
応答感度と前記第２の応答感度とを同じ応答感度に制御する請求項１記載の表示制御装置
。
【請求項３】
　前記応答感度制御手段は、前記傾き角検出手段によって検出された前記傾き角度に応じ
て前記第１の応答感度と前記第２の応答感度との差を制御した後に、前記タッチパネル表
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面の水平に対する傾き角度が異なったときに、当該異なった傾き角度に対応するように前
記第１の応答感度と前記第２の応答感度との差を再度制御する請求項１または２に記載の
表示制御装置。
【請求項４】
　前記操作体による接触動作によって接触された前記タッチパネルの座標位置を取得する
座標検出手段と、
　前記座標検出手段によって検出された前記座標位置の移動距離から前記接触動作が前記
接触移動操作であるか否かを判定する接触移動操作判定手段とを有し、
　前記応答感度制御手段は、前記座標位置の移動距離に基づいて前記操作動作が前記接触
移動操作であるか否かを判定するための基準となる閾値を変化させることにより前記応答
感度を変化させる請求項１乃至３のいずれかに記載の表示制御装置。
【請求項５】
　表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットと、
　請求項１乃至４のいずれかに記載された表示制御装置とを有する表示装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチパネルに表示される画像を移動させる表示制御装置及びそれを用いた
表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１記載のタッチスクリーン画像スクロールシステム及び方法が提案され
ている。このタッチスクロール画像スクロールシステムによれば、指先（操作体）でスク
リーン（タッチパネル表面）にタッチし、該指先スクリーン上において所望の方向に動か
す（スライドさせる）ことによって該スクリーンに表示された画像を垂直方向に移動させ
ることができるようになっている。そして、ユーザの指先がスクリーンから離れたとき、
当該システムは該指先のスクリーンからの離脱を感知し、その後、画像の垂直方向移動の
スピードを減速させるようになっている。
【０００３】
　前述した特許文献１記載のタッチスクリーン画像スクロールシステムでは、指先をスラ
イドさせる量を検出することによって、その指先のスライド量とこれによって操作される
電子機器側の操作量とが往復いずれの方向にも相等しく設定されている。
【０００４】
　しかし、人間工学的検知からすると、上方向から下方向へのスライド操作は比較的容易
であるのに対して、下方向から上方向へのスライド操作は手の構造上行い難くなっている
。このような問題を解決するため、特許文献２記載のタッチパネル及びタッチパネルを備
えた電子機器が提案されている。このタッチパネルを備えた電子機器は、指先のスライド
方向に応じた処理(例えば、ボリュームの上げ下げ等）を行う場合にスライドさせる方向
に応じて認識感度を変更することができるようになっている。より具体的には、少ない指
先のスライド量（移動量）でも操作を認識するように下方向から上方向へのスライド操作
の検出感度を上方向から下方向へのスライド操作における検出感度よりも高くすることが
できるようになっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特表２００５－５１５５３０号公報
【特許文献２】特開２００６－２７７５８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　ところで、特許文献２記載のタッチパネル及びタッチパネルを備えた電子機器は、例え
ば、垂直状態に設置されたタッチパネルを操作するようになっている。よって、前述した
ように、少ない指先のスライド量（移動量）でも操作を認識するように下方向から上方向
へのスライド操作の検出感度を上方向から下方向へのスライド操作における検出感度より
も高くすることで、操作し難い下方向から上方向へのスライド操作を違和感なくできるよ
うになっている。
【０００７】
　しかしながら、特許文献２記載のタッチパネル及びタッチパネルを備えた電子機器は、
タッチパネルの角度が、垂直状態に固定された状態でのみ使用されることを前提とされて
いるため、例えば、タッチパネルの傾斜角度（チルト角度）が変更されたとしても、上下
それぞれの方向に対するスライド動作（接触移動操作）の検出感度（応答感度）は変更さ
れることがないので、タッチパネル表面に対する接触移動操作に応じた表示画面における
表示物の移動が的確に行うことができない。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、タッチパネルの傾斜角度（チルト
角度）が変更された際にも、より的確にタッチパネル表面への接触移動操作に応じた表示
画面における表示物の移動が可能な表示制御装置及びそれを用いた表示装置を提供するも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る表示制御装置は、表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットにお
ける当該タッチパネル表面での操作体による接触移動操作に応じて前記表示画面における
表示物の移動制御を行う際に、前記操作体の前記タッチパネル表面での上方向への接触移
動操作に対して第１の応答感度にて前記表示物の移動制御を行い、前記操作体の前記タッ
チパネル表面での下方向への接触移動操作に対して前記第１の応答感度より低い第２の応
答感度にて前記表示物の移動制御を行う表示制御装置であって、前記タッチパネル表面の
水平に対する傾き角度を検出する傾き角検出手段と、前記傾き角度検出手段にて検出され
る前記傾き角度に応じて、当該傾き角度が垂直に近づくほど前記第１の応答感度と前記第
２の応答感度との差が大きくなるように前記タッチパネル表面での前記操作体の接触移動
操作に対する応答感度を制御する応答感度制御手段とを有する構成となる。
【００１０】
　このような構成によれば、表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットにおける
タッチパネル表面での操作体による接触移動操作に応じて表示画面における表示物の移動
制御を行う際に、操作体のタッチパネル表面での上方向への接触移動操作に対して第１の
応答感度にて表示物の移動制御を行い、操作体のタッチパネル表面での下方向への接触移
動操作に対して第１の応答感度より低い第２の応答感度にて表示物の移動制御を行う際に
、傾き角検出手段によってタッチパネル表面の水平に対する傾き角度を検出し、検出され
た傾き角度に応じて、応答感度制御手段が傾き角度が垂直に近づくほど第１の応答感度と
第２の応答感度との差が大きくなるようにタッチパネル表面での操作体の接触移動操作に
対する応答感度を制御するので、タッチパネル表面の水平に対する傾き角度が垂直方向に
近付けば近付くほど、上方向への接触移動操作が下方向への接触移動操作よりも少ない操
作体の移動距離で操作をすることができるようになる。
【００１１】
　本発明に係る表示制御装置は、前記応答感度制御手段は、前記タッチパネル表面が水平
状態にあるときに、前記第１の応答感度と前記第２の応答感度とを同じ応答感度に制御す
る構成とすることができる。
【００１２】
　このような構成によれば、タッチパネル表面が水平状態にあるときに、応答感度制御手
段によって第１の応答感度と第２の応答感度とを同じ応答感度に制御するので、水平状態
においては上方向への接触移動操作と下方向の接触移動操作のし易さは人間工学上異なら
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ないため、より的確にタッチパネルに対する操作が可能となる。
【００１３】
　本発明に係る表示制御装置は、前記応答感度制御手段は、前記傾き角検出手段によって
検出された前記傾き角度に応じて前記第１の応答感度と前記第２の応答感度との差を制御
した後に、前記タッチパネル表面の水平に対する傾き角度が異なったときに、当該異なっ
た傾き角度に対応するように前記第１の応答感度と前記第２の応答感度との差を再度制御
する構成とすることができる。
【００１４】
　このような構成によれば、応答感度制御手段が傾き角検出手段によって検出された傾き
角度に応じて第１の応答感度と第２の応答感度との差を制御した後に、さらにタッチパネ
ル表面の水平に対する傾き角度が異なったときにも、再度、異なった傾き角度に対応する
ように第１の応答感度と第２の応答感度との差を制御するので、タッチパネルに対する操
作が常に傾き角に対応する応答感度にて認識されることが可能となり、より的確にタッチ
パネルに対する操作が可能となる。
【００１５】
　本発明に係る表示制御装置は、前記操作体による接触動作によって接触された前記タッ
チパネルの座標位置を取得する座標検出手段と、前記座標検出手段によって検出された前
記座標位置の移動距離に基づいて前記接触動作が前記接触移動操作であるか否かを判定す
る接触移動操作判定手段とを有し、前記応答感度制御手段は、前記座標位置の移動距離に
より前記操作動作が前記接触移動操作であるか否かを判定するための基準となる閾値を変
化させることにより前記応答感度を変化させる構成とすることができる。
【００１６】
　このような構成によれば、操作体による接触動作によって接触されたタッチパネルの座
標位置の移動距離に基づいて接触動作が接触移動操作であるか否かを判定し、その判定の
基準となる閾値を変化させることにより応答感度を変化させるので、より的確にタッチパ
ネルに対する操作が可能となる。
【００１７】
　本発明に係る表示装置は、表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットと、請求
項１乃至４のいずれかに記載された表示制御装置とを有する構成となる。
【００１８】
　このような構成によれば、表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニットと、請求
項１乃至４のいずれかに記載された表示制御装置とを有することから、タッチパネルのチ
ルト角度が変更された際に、上下それぞれの方向に対する接触移動操作の応答感度を変更
することができるので、タッチパネルの操作性及び表示画面における表示物の移動性を向
上させることができる。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る表示制御装置によれば、表示画面にタッチパネルが設けられた表示ユニッ
トにおけるタッチパネル表面での操作体による接触移動操作に応じて表示画面における表
示物の移動制御を行う際に、操作体のタッチパネル表面での上方向への接触移動操作に対
して第１の応答感度にて表示物の移動制御を行い、操作体のタッチパネル表面での下方向
への接触移動操作に対して第１の応答感度より低い第２の応答感度にて表示物の移動制御
を行う際に、傾き角検出手段によってタッチパネル表面の水平に対する傾き角度を検出し
、検出された傾き角度に応じて、応答感度制御手段が該傾き角度が垂直に近づくほど第１
の応答感度と第２の応答感度との差が大きくなるようにタッチパネル表面での操作体の接
触移動操作に対する応答感度を制御することから、タッチパネル表面の水平に対する傾き
角度が垂直方向に近付けば近付くほど、上方向への接触移動操作が下方向への接触移動操
作よりも少ない操作体の移動距離で操作をすることができるので、タッチパネルの傾斜角
度が変更された際にも、より的確にタッチパネル表面への接触移動操作に応じた表示画面
における表示物の移動が可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る表示制御装置を構成する処理ユニット及び表示
ユニットを含む車載機器を示すブロック図である。
【図２】図１に示す処理ユニットによる表示制御処理手順を示すフローチャートである。
【図３】図１に示す車載ナビゲーション装置における表示ユニット（タッチパネル）のチ
ルト角の変化を示す側面図である。
【図４】図１に示す表示ユニット（タッチパネル）に対して下方向から上方向に向けてス
ライド操作がなされた図である。
【図５】図１に示す表示ユニット（タッチパネル）に対して上方向から下方向に向けてス
ライド操作がなされた図である。
【図６】図１に示す表示ユニット（タッチパネル）に対して上方向から右下方向に向けて
スライド操作がなされた図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る表示制御装置を搭載した表示装置（スマートフ
ォン）を示す図である。
【図８】図７に示す表示装置（スマートフォン）の傾斜角度の変化を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について図面を用いて説明する。
【００２２】
　図１は、第１の実施の形態に係る表示制御装置を含む車載機器のブロック図である。
【００２３】
　図１において、車載機器１００（表示装置）は、コンピュータユニット（ＣＰＵを含む
）にて構成される処理ユニット１１を有している。この処理ユニット１１には、車室内に
設けられる映像等の表示が可能な表示画面１３及び表示画面１３の上面に設けられる各種
操作が可能なタッチパネル１２によって構成される表示ユニットが接続されている。また
、処理ユニット１１には、ＣＤ・ＤＶＤ等のディスク媒体から音楽及び映像の再生が可能
なＡＶユニット１７及び車両のナビゲーション処理を行うナビゲーションユニット１８が
接続されている。さらに、処理ユニット１１には、ＡＶユニット１７及びナビゲーション
ユニット１８等によって利用される各種情報（例えば、地図情報、施設情報、楽曲情報等
）が記憶される記憶部１４（例えば、ＨＤＤ）、及び車室内に設けられたスピーカ１６に
音声信号を供給する出力回路１５が接続されている。また、処理ユニット１１には、表示
ユニットを構成するタッチパネル１２表面の水平に対する傾き角度を検出するための傾斜
角検出センサ１９が接続されている。
【００２４】
　また、処理ユニット１１は、表示画面１３にタッチパネル１２が設けられた表示ユニッ
トと共に、表示制御装置を構成している。タッチパネル１２は、透明度が高いため、タッ
チパネル１２を通して表示画面１３に表示された画像（表示物）を視認できるようになっ
ている。さらに、タッチパネル１２は、抵抗膜方式のタッチパネルであり、例えば、その
表面を指先操作体）でなぞる若しくははじく（接触移動操作をおこなう）と、その接触点
の位置座標に応じた電圧の信号が出力されるようになっている。この信号に基づいて、接
触点の座標が取得される。
【００２５】
　また、タッチパネル１２は、該タッチパネル１２を操作する際に、上下それぞれの方向
ごとに該タッチパネル１２表面での接触移動操作に対する応答感度を設定する応答感度設
定機能を有している。具体的には、タッチパネル１２は、後述する処理ユニット１１の応
答感度制御機能によって設定されるタッチパネル１２の水平に対する傾斜角度（チルト角
）に応じて、指先（操作体）を操作しやすい方向（下方向）になぞる、もしくは、はじく
操作がなされた場合の低い応答感度を設定する下方向閾値（例えば、１０ドット分の座標
値）と、指先を操作しにくい方向（上方向）になぞる、もしくは、はじく操作がなされた
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場合の高い応答感度を設定する上方向閾値（例えば、５ドット分の座標値）とを出力する
ように設定することができるようになっている。
【００２６】
　加えて、タッチパネル１２には、該タッチパネル１２上に指先（操作体）が接触したこ
とを検出する接触検出機能と、指先がタッチパネル１２のいずれの位置に接触したのかを
判別する座標検出機能を備えている。これによって、タッチパネル１２に対する接触によ
る検出座標位置を順次取得し、その座標値の変化する方向を解析することにより、ユーザ
の指先（操作体）がタッチパネル１２に対して上方向及び下方向のいずれの方向に接触移
動操作を行ったのかを判定することができるようになっている。
【００２７】
　なお、処理ユニット１１は、タッチパネル１２に対して、所定の条件（例えば、傾斜角
度検出センサ１９により検出されたタッチパネル１２の傾斜角度）に応じてその応答感度
を変更させることができる応答感度制御機能を有している。
【００２８】
　以上のような機能を有する表示画面１３にタッチパネル１２が設けられた表示ユニット
と、処理ユニット１１とによって、例えば、表示画面１３に表示された画面（表示物）の
表示制御処理がなされる。
【００２９】
　図２は、表示ユニット及び処理ユニット１１による表示制御処理手順を示すフローチャ
ートである。以下、フローチャートに従って説明する。
【００３０】
　図２において、処理ユニット１１は、タッチパネル１２表面の水平に対する傾き角度で
あるチルト角θを傾斜角度検出センサ１９に検出させる（Ｓ１１）。そして、処理ユニッ
ト１１は、ステップＳ１１によって検出したチルト角θが０°～９０°のいずれの角度で
あるかを判定する（Ｓ１２、Ｓ１３、Ｓ１４）。このとき、例えば、図３（ａ）に示すよ
うに、車載機器１００に設けられるタッチパネル１２及び表示画面１３とが車載機器本体
に対して垂直状態で組みつけられている際には、処理ユニット１１は、チルト角θ１が６
０°＜θ１≦９０°の範囲内にある（Ｓ１４でＹＥＳ）として、上方向閾値をｚドットに
、下方向閾値をｋドットに設定する（Ｓ１７）。具体的には、タッチパネル１２表面のチ
ルト角θ１は、略９０°であることから、上方向に対するタッチパネル１２への接触移動
操作は、下方向に対する接触移動操作に比べて行い難くなっているので、上方向閾値ｚと
下方向閾値ｋとの差を設定範囲内で最大に設定する。例えば、処理ユニット１１は、上方
向閾値ｚと下方向閾値ｋとの差を５ドットに設定する。
【００３１】
　一方、図３（ｂ）に示すように、車載機器１００に設けられるタッチパネル１２及び表
示画面１３とが車載機器本体に対して傾いた状態で接続されている際には、処理ユニット
１１は、チルト角θ２が３０°≦θ２≦６０°の範囲内にある（Ｓ１３でＹＥＳ）として
、上方向閾値をｙドットに、下方向閾値をｋドットに設定する（Ｓ１６）。具体的には、
タッチパネル１２表面のチルト角θ２は、略５０°であることから、上方向に対するタッ
チパネル１２への接触移動操作は、下方向に対する接触移動操作に比べてやや行い難くな
っているので、上方向閾値ｙと下方向閾値ｋとの差を設定範囲内で中程度の値に設定する
。例えば、処理ユニット１１は、上方向閾値ｙと下方向閾値ｋとの差を３ドットに設定す
る。
【００３２】
　また、図３（ｃ）に示すように、車載機器１００に設けられるタッチパネル１２及び表
示画面１３とが車載機器本体に対して水平状態で接続されている際には、処理ユニット１
１は、チルト角θ３が０°≦θ３＜３０°の範囲内にある（Ｓ１２でＹＥＳ）として、上
方向閾値をｘドットに、下方向閾値をｋドットに設定する（Ｓ１５）。具体的には、タッ
チパネル１２表面のチルト角θ３は、略０°であることから、上方向に対するタッチパネ
ル１２への接触移動操作と下方向に対する接触移動操作とは同程度の操作容易度であるた
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め、上方向閾値ｘと下方向閾値ｋとの差を設定範囲内で最低に設定する。例えば、処理ユ
ニット１１は、上方向閾値ｘと下方向閾値ｋとの差を０ドット、すなわち同じ値に設定す
る。
【００３３】
　なお、チルト角θ３が０°≦θ３＜３０°の範囲内にある際に、上方向閾値ｘと下方向
閾値ｋの差を同じ値に設定するようにしたが、タッチパネル１２及び表示画面１３が水平
状態にあるときは、ユーザによる操作はなされないので、もし仮にユーザの指先が触れた
としても表示画面１３に表示された表示物が移動しない値に制御するようにしてもよい。
【００３４】
　このように、ステップＳ１５～Ｓ１７によって、上方向閾値及び下方向閾値が設定され
た後に、処理ユニット１１は、傾斜角検出センサ１９によって検出されたチルト角θに変
更があるか否かを判定する（Ｓ１８）。これによって、チルト角θに変更があったと判定
される（Ｓ１８でＹＥＳ）ときに、処理ユニット１１は、再度、ステップＳ１１～Ｓ１７
までの処理を繰り返す。一方、チルト角θに変更がなかったと判定される（Ｓ１８でＮＯ
）と、処理ユニット１１は、タッチパネル１２に当該タッチパネル１２に指先（操作体）
が接触したか否かを判定させる（Ｓ１９：接触検出手段）。これによって、タッチパネル
１２に操作体が接触していないと判定された（Ｓ１９でＮＯ）ときに、処理ユニット１１
は、再度、ステップＳ１８の処理に戻り処理を続ける。一方、タッチパネル１２に指先（
操作体）が接触したと判定された（Ｓ１９でＹＥＳ）ときに、処理ユニット１１は、タッ
チパネル１２にその操作により触れられた当該タッチパネル１２の座標値を取得させる（
Ｓ２０：座標検出手段）。
【００３５】
　そして、処理ユニット１１は、タッチパネル１２に接触動作による検出座標位置を順次
取得し、その座標値の変化する方向を解析することにより、その操作が接触移動操作（な
ぞり操作及びはじき操作）であるか否かを判定する（Ｓ２１）。これによって、指先によ
るタッチパネル１２に対する操作がなぞり操作（接触移動操作）でないと判定された（Ｓ
２１でＮＯ）ときに、処理ユニット１１は、再度、ステップＳ１９の処理に戻り、それ以
降の処理を繰り返す。一方、指先によるタッチパネル１２に対する操作がなぞり操作であ
ると判定された（Ｓ２１でＹＥＳ）ときに、処理ユニット１１は、ユーザの指先（操作体
）によって、タッチパネル１２に対して上方向になぞり操作（接触移動操作）が行われた
のか否かを判定する（Ｓ２２）。
【００３６】
　これによって、図４に示すように、タッチパネル１２に対して上方向になぞり操作が行
われたと判定された（Ｓ２２でＹＥＳ）ときに、処理ユニット１１は、ステップＳ１５～
Ｓ１７にて設定された上方向閾値以上なぞり操作をしたか否かを判定する（Ｓ２３）。一
方、図５に示すように、タッチパネル１２に対して上方向になぞり操作が行われていない
（つまり、下方向になぞり操作が行われた）と判定された（Ｓ２２でＮＯ）ときに、処理
ユニット１１は、ステップＳ１５～Ｓ１７にて設定された下方向閾値以上なぞり操作をし
たか否かを判定する（Ｓ２４）。これによって、上下方向それぞれに設定された閾値を超
えてなぞり操作がなされると（Ｓ２３でＹＥＳ、及びＳ２４でＹＥＳ）、処理ユニット１
１は、そのなぞり操作（接触移動操作）に対応した操作信号を表示画面１３に出力し、表
示画面１３に表示された画像をスクロール（表示物を移動）させる（Ｓ２５）。
【００３７】
　そして処理ユニット１１は、タッチパネル１２への操作が終了したか否かを判定する（
Ｓ２６）。これによって、タッチパネル１２への操作が終了したと判定される（Ｓ２６で
ＹＥＳ）と、表示制御処理を終了させる（ＥＮＤ）。一方、タッチパネル１２への操作が
終了していない（Ｓ２６でＮＯ）、及び、上下方向それぞれに設定された閾値を超えてな
ぞり操作がなされなかった（Ｓ２３でＮＯ、及びＳ２４でＮＯ）と判定されたときに、処
理ユニット１１は、ステップＳ１９に戻り、それ以降の処理を繰り返し行う。
【００３８】
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　なお、図６に示すように、タッチパネル１２に対して指先の接触移動操作が右斜め下方
向である場合においても、処理ユニット１１は、上方向及び下方向のいずれかの方向に移
動したか否かを判定する（Ｓ２２）。よって、例えば、指先（操作体）の接触移動距離が
接触移動操作であると判定されるための所定の距離を超えている場合であっても、下方向
若しくは上方向のいずれかの方向に所定距離の指先の接触移動がなされていない場合は、
表示画面１３に表示された画像を移動させないようになっている。
【００３９】
　上述したような、本発明の第１の実施の形態に係る表示装置を含む車載機器１００では
、処理ユニット１１が表示画面１３にタッチパネル１２が設けられた表示ユニットにおけ
るタッチパネル１２表面でのユーザの指先（操作体）による接触移動操作（なぞり操作、
はじき操作）に応じて表示画面１３における表示物の移動制御を行う際に、傾斜角検出セ
ンサ１９によって検出されたタッチパネル１２表面の水平に対する傾き角度に対応するよ
うに、指先のタッチパネル１２表面での上方向へのなぞり操作に対して設定される上方向
閾値（第１の応答感度）と、下方向へのなぞり操作に対して設定される下方向閾値（第２
の応答感度）との差をタッチパネル１２表面の傾き角度が垂直方向に近付くほど大きくす
るように制御するようになっている。従って、タッチパネル１２表面の水平に対する傾き
角度が垂直方向に近付くほど、上方向への接触移動操作が下方向への接触移動操作よりも
少ない指先の移動距離で操作をすることができる。
【００４０】
　このような構成により、本発明の第１の実施の形態に係る表示制御装置を含む車載機器
１００では、タッチパネル１２のチルト角（傾斜角度）が変更された際にも、より的確に
タッチパネル１２表面へのなぞり操作（接触移動操作）に応じた表示画面１３における画
像（表示物）の移動が可能となる。
【００４１】
　図７は、本発明の第２の実施の形態に係るスマートフォン２０（表示装置）である。前
述した第１の実施の形態に係る車載装置１００と同様に、処理ユニット１１及び表示画面
１３にタッチパネル１２が設けられた表示ユニットを備えている。このようなスマートフ
ォン２０においても、車載装置１００と同様に処理ユニット１１及びタッチパネル１２に
おいて表示画面１３に表示する表示物の表示制御を行うことが可能となっている。
【００４２】
　また、スマートフォン２０にも、傾斜角検出センサ１９が設けられている。これによっ
て、例えば、図８に示すように、前述した車載装置１００における表示ユニットの傾きよ
りも傾きの変化に際し、より小さな変化に対しても表示制御処理ができるようになってい
る。具体的には、処理ユニット１１は、スマートフォン２０が図８（ａ）に示す状態にあ
るときには、タッチパネル１２に対する上方向への接触移動操作に設定された上方向閾値
と下方向への接触移動操作に設定された下方向閾値との差を最大にする。この状態から、
スマートフォン２０を図８（ｂ）、図８（ｃ）、図８（ｄ）に示すように徐々に倒してい
くと、該スマートフォン２０のタッチパネル１２の水平に対する傾斜角度がそれに合わせ
て小さくなる。この傾斜角度の低下に合せて、処理ユニット１１は、上方向閾値と下方向
閾値との差を小さくするようになっている。
【００４３】
　このようにすることで、本発明の第２の実施の形態に係るスマートフォン２０において
も、本発明の第１の実施の形態に係る車載装置１００と同じく、スマートフォン２０に設
けられた処理ユニット１１及びタッチパネル１２によって、表示画面１３に表示される画
像（表示物）をより的確に制御することが可能となる。
【００４４】
　なお、本発明に係る処理ユニット１１及び表示ユニット（タッチパネル１２及び表示画
面１３）によって構成される表示制御装置は、車載機器１００又はスマートフォン２０に
用いられる場合に限定されるものではなく、どのような形態であってもよい。
【産業上の利用可能性】
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【００４５】
　以上、説明したように、本発明に係る表示制御装置（処理ユニット１１及び表示ユニッ
ト）及びそれを用いた表示装置（車載機器１００又はスマートフォン２０）は、表示画面
にタッチパネルが設けられた表示ユニットにおけるタッチパネル表面での操作体による接
触移動操作に応じて表示画面における表示物の移動制御を行う際に、操作体のタッチパネ
ル表面での上方向への接触移動操作に対して第１の応答感度にて表示物の移動制御を行い
、操作体のタッチパネル表面での下方向への接触移動操作に対して第１の応答感度より低
い第２の応答感度にて表示物の移動制御を行う際に、傾き角検出手段によってタッチパネ
ル表面の水平に対する傾き角度を検出し、検出された傾き角度に応じて、応答感度制御手
段が傾き角度が垂直に近づくほど第１の応答感度と第２の応答感度との差が大きくなるよ
うにタッチパネル表面での操作体の接触移動操作に対する応答感度を制御するので、タッ
チパネル表面の水平に対する傾き角度が垂直方向に近付くほど、上方向への接触移動操作
が下方向への接触移動操作よりも少ない操作体の移動距離で操作することができるという
効果を奏し、タッチパネルに表示される画像を移動させる表示制御装置及びそれを用いた
表示装置として有用である。
【符号の説明】
【００４６】
　１１　処理ユニット
　１２　タッチパネル
　１３　表示画面
　１４　記憶部
　１５　出力回路
　１６　スピーカ
　１７　ＡＶユニット
　１８　ナビゲーションユニット
　１９　傾斜角検出センサ
　２０　スマートフォン
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